
 

 

 

 

今後、応札時に提出を求める内訳書については、以下の点にご留意のうえ、

作成してください。 

 
①  京都府電子入札情報公開システムの入札公告・入札情報において入札案件 

を確認してください。 

 
②  提出を求める内訳書の作成にあたっては、別葉として、必ず、表紙を作成 

し、工事（業務）番号、工事名（業務名）、名前又は商号を記載してください。 

 
③  提出を求める内訳書の作成範囲は、入札公告の備考欄において指示します 

ので、備考欄の記載を確認するとともに、指示のあった添付資料の内容を確 
認してください。 
なお、備考欄において指示する内容ついては、案件毎に異なりますが、お 

おむね次の３パターンとなります。 
 
(1) 入札公告に添付している閲覧設計書等において、提出を求める内訳書の 

項目を着色して表示する 
 提出を指示された（着色表示された）項目は必ず記載してください。当 
該項目の記載が無い場合は「無効」となります。 

 
(2) 参考様式（内訳書の作成範囲）を入札公告に添付する 

添付する様式は必要最低限で発注機関が求める内訳の項目を示したもの 
で、この様式を使用しない場合も有効とします。ただし、必要な内容を満 
たしていなければ「無効」となりますのでご注意ください。 
 

(3) 提出を求める内訳書の作成範囲を項目単位又はページ単位で指示する 
   ＜例１＞工事内訳から機械設備工事種目別内訳まで 

＜例２＞工事内訳（１）、建築工事種目別内訳（２）、建築工事科目別内 
訳 （３） （カッコ内は数量書のページ番号）  など 

 
④ 提出を求める内訳書の作成範囲は上記のとおり一部の範囲となりますが、 

それ以外の項目を一緒に提出されても問題はありません。 
  

内訳書の作成例及び注意事項について  



当案件は作成例であり実際の入札案件とは関係ありません。

京都府入札情報公開システムでの内訳書の作成範囲の確認例
（内訳書の作成範囲を着色表示して指示しているケース）

提出に必要な内訳項目
（着色項目）を確認！

内訳書の作成
範囲を確認！

〇〇〇整備工事 【工事番号 26－△▲－1】



工事番号　　工事番号26-△▲-1

工 事 名　　〇〇〇整備工事

   商号又は名称 　○○○○　株式会社

工　事　費　内　訳　書

表紙作成にかかる留意点
※ 表紙は別葉で必ず作成してください。

※ 表紙には
〇「工事（業務）番号」
〇「工事名（業務名）」
〇「応札者の名前又は商号」

を記載してください。

● 上記の全部又は一部の記載が無いことに
より、入札しようとする対象工事（業務）
や応札者（作成者）が特定できない場合は
「無効」となりますのでご注意ください。

表紙作成例

工事（業務）番号
※電子入札の案件番号 (4740201451123456)でも可

工事名（業務名）

応札者の名前又は商



…①

１．入札公告において、内訳書の作成範囲として指示された内訳項目について、正しく記載してください。
２．この例では、着色表示された項目が内訳書の作成範囲となりますので着色された項目（行）について、

金額を正しく記載してください。

３．着色された項目の記載が無い場合は「無効」となります。

内訳作成例
（工事の場合）



…②

…③

…④



…⑤

…⑥



…⑦

…⑧



…⑨

…⑪

※ 縦計算が正しくない場合は
「無効」となります。

…⑩（①～⑨の合計額）



…⑫

…⑭

…⑬

…⑮



※ 縦計算が正しくない場合は
「無効」となります。

…⑯

…⑰

・⑰は⑩～⑯の合計額
（千円未満切り捨て）

・入札書記載金額と合致すること



１．入札公告において、内訳書の作成範囲として指示された内訳項目（この例では、名称、数量、金額
の欄）は全て正しく記載してください。（ )を付した項目は省略可とします。

２．必要事項の記載が無い場合は「無効」となります。

内訳作成例
（コンサル業務の場合）

…①

…②

…③

…⑤

…④

※ 縦計算が正しくない場合は
「無効」となります。

・⑤は、①～④の合計額
（千円未満切り捨て）

・入札書記載金額と合致すること

( )  

( )  

( )  
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